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竹内流の技術名称

真 柄 浩

はじめに

嘉納治五郎が講道館柔道 を創設 したのは明治15(1882>年 です。柔道の技

術的基盤 をなしたのは、彼が修業 した柔術である事 はよく知 られています。

現在、私達が柔道の乱取 りや試合で見る技や、形 として練習されている技術

の なかに、あるいは、その技術名称の中に、柔術時代か ら現在 まで連綿 と受

け継がれているもの も少な くありません。柔道の形が制定 されるときに柔術

の竹内流が少なからず関わっていたことは余 り知 られていません。竹内流の

門人で後に柔道の達人 といわれた人 もいます。

その竹 内流は、柔術のなかで も最 も古いと言われ、一之瀬城主竹内中務大

輔久盛によ り天文元(1532)年 、美作国(現 在の岡山県北部)で 誕生 しまし

た。現宗主13代 久教は重大なる決意の もとに、一子相伝 ・門外不出の掟 を改

め、貴重 な免状、伝書、古文書の類 を公開 し 「日本柔術の源流竹 内流」 とし

て著すことに しました。今は古武道が著 しく注目を集めるようになった時代

的背景 もあ ります。そして多 くの人々が学問的に研究 していることもあげら

れます。

本研究は公開 されたこの資料 をもとに、竹 内流技術名称の収録 を第一義的

に捉之て行いました。次いでその変遷 に触れ、い くつかの考察を試みました。

竹内流の公開

現在は古武道の文化的な価値が見直され、人々に注目されるような時代に

なった。民衆武術 として親 しまれ、発達 してきた歴史的な背景 にも興味 をそ

一一39-一



そられる。何時の時代でも隆盛 を続ける事は難 しく、衰退する時期 もあった

と思われる。近い時代では、西欧化や価値観の多様化、度重なる戦争 と民力

の疲弊化、そして経済復興 と過疎化、 さらには修業者の減少などがこれに当

たるだろ う。伝統の継承 と秘術の公開、 この相反す る命題 を解決 したのが保

存 と振興 を目的 とした竹内流顕彰会の発足であった。 日下捕手開山竹内流宗

家13代 竹内藤一郎源久教の熟慮断行、一大決心があった。 これにより竹内流

は物心両面の援助 を受 けなが ら、時代に即応 した形で継承 される事 になった。

竹内流顕彰会、竹内流編纂委員会、高弟、門人、そして行政や歴史編纂専門

家の助 けを借 りて著 された 「日本柔術竹 内流」によ り竹 内流技術名称の収録

を行 った。

竹内流の誕生

地方の 豪 族でさえ自分達の土地や親族 を守るために、合戦に明け暮れた

時代背景の中に、柔術 で最 も古 いものの一つ とされている竹 内流は美作国に

誕生 した。 その竹内流の開祖である竹内中務大輔久盛は身体的に決 して大柄

とは言えず、小柄なが ら一城の主、排和郷の盟主 として、一族郎党 を結束 さ

せ るために も、武芸の鍛練に勤 しんだ。天文元(1532)年 、愛宕神 の助 けを

借 りて難行苦行の末 に開眼 し小具足、捕手腰之廻を編み出 した。 その後、技

術 に改良 を重ね、小具足腰の廻、捕手、迅縄、剣法、槍、殺活法などを総称

して竹内流 と名乗 った。天覧に供す る機会があ り、 ときの朝廷後水尾天皇よ

り日下捕手開山の称号 を賜 った。修業 ・伝授す る内容は、一・子相伝、親兄弟

であって も他 言は許 されない免許印可の秘術の他 に、礼儀作法、武芸修錬の

心構 え、神仏に対する敬神の心得、 日常生活における諸秩序など精神修養に

も心 を配 った。

竹内流は現在 において もその秘術 を連綿 と引 き継いでいる。 日下捕手開山

竹内流十三代 目師範竹内藤一郎久教は、苦学勉励、家法 を守 り流儀 を再興 し、

その奥義 を極めた。そ して更なる技術的発展、世人への広い普及、 また、優

れた運動文化財 として後生に伝 えるためにも竹 内流顕彰会 を設立 して保存 と
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伝承に力 を注 ぎ、門外不出444年 の歴史を改革 し、「日本柔術の源流竹内流」

の出版 に尽力 した。

その公開 された書物 「日本柔術の源流竹 内流」 によれば、竹 内流は まさに

源流でここか ら派生 した流派は次の30数 派に及ぶ。以下に示す と、次のよう

になる。

竹内畝流(竹 内新流)、 双六執流(二 上流)、 伯香流腰之廻、高木流体術、高

木流柔術、無関流体術、戸田流小具足、田辺流(行 賞流)、 曲淵流、力信流、

竹内判官流、荒木無人斎流、竹内三読流、霞神流、清心流(三 神荒木流) 、荒

木刀流、霞真流、涼天堂清流、 日本伝三浦流、難波一甫流(一 歩流) 、難波一

刀流剣(真 貫流)、 真得流(一 甫流体術)、 不遇流、風伝流(竹 内流槍) 、制剛

流、御家流、円心流、根心流、呑激流、竹内起倒流、備中竹 内流。

一子相伝の歴史

竹内久盛によって興 された竹内流は2代 久勝で 日下捕手開山を許 され、3

代久吉は山間に道場を移築 して制度の整備 をし、この3代 で竹 内流はほぼ完

成された とある。4代 久次による家法 ・智仁勇の 「三徳抄」、5代 久政による

「古語記」千匹狼の教 え、6代 久重 も隆盛を保持、7代 久孝は経済的復興 を

はたし、8代 久愛による支流 ・分流調査、9代 久居は中興の祖、10代 久雄は

京竹内家 と親交を深め、11代 久則は士族 に編入 され、12代 久光 と久継は古武

道 ・竹 内流の保存 と普及に尽力、13代 久教 による 「日本柔術の源流竹内流」

出版 と、決 して途絶えることな く、今 日まで脈脈 と隆盛を伝 えてきた。 しか

しなが ら、い くどかの危機 を乗 り越えて一子相伝の歴史を守ってきた事 も事

実である。歴代竹 内流師範 を纏めると次の ようにな り、さらに、師範 を中心

にした系譜を図1に 示 した。

竹内流元祖正五位下 竹内中務大輔久盛

H下 捕手開山竹内流二代 目師範 久盛次男 竹内常陸介久勝

日下捕手開山竹内流三代 目師範 久勝長男 竹内加賀之介久吉

日下捕手開山竹内流四代 目師範 久吉三男 竹内藤一郎久次
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日下捕手開山竹内流五代 目師範 久次五男 竹内藤一郎久政

日下捕手開山竹 内流六代 目師範 久次四男 ・久好長男 竹内藤一郎久重

日下捕手開山竹 内流七代 目師範 久重三男 竹内藤一郎久孝

日下捕手開山竹 内流八代 目師範 久孝次男 竹内藤一・郎久愛

日下捕手開山竹 内流九代 目師範 久孝嗣子 竹内雅門太久居

日下捕手開山竹 内流十代 目師範 久孝長男 ・久職長男(久 愛嗣子)竹 内藤

一郎久雄

日下捕手開山竹 内流十一代 目師範 久雄次男 竹内藤一一郎久則

日下捕手開山竹内流十二代 目師範 久則長男 竹内輝真久光

日下捕手開山竹 内流十三代 目師範 久光次男 竹内藤一郎久教

図1を 見 ると、分流 ・子流の祖、分家道場主、家法奥義の文字 に注目され

る。初代久盛の長男久治 と次男久勝では、僅かに次男久勝のほ うが技量的に

優れていた と記 されている。竹 内家の本家は嗣子久治が家督 を継いだに もか

かわ らず、竹内流は次男久勝が免許皆伝 ・印可 となっている。兄弟の技術的

な差はほんの僅かばか りであったと思われ る。 なぜ ならば、長男久治は竹 内

流の分流 と記 されている竹内畝流を興 してその元祖 に治 まり、その新流はそ

の後、実に9代 まで引 き継がれた内容 を誇 るものである。 そのよ うに優れた

新技術体系 を開発する事は、継承された流派を守 る事 と同 じくらいに苦労が

多い と考えられる。現在であれば兄弟仲良 く、同 じ暖簾 を掛けて となろ うが、

一子相伝 では許 されず
、違 った道を歩 まねばならなかったのであろ う。 この

様 にして見て くる と、流派を守 り系 譜に一代 を書 き加 える事 は実 に重みのあ

る、一大事 である と理解できる。家法奥義 とあるの も同 じ様 な事が考 えられ

る。兄弟が同 じ様 な稽古修業 を積みなが ら、選ばれるのは一人、そ うなちな

かった者は家法奥義 を携 えて分家 し道場 を持 ったのであろ う。誰 で もが新流

を興せ るとは限 らない。一子相伝では,さ らに年齢的な差 も配慮 しなければ

ならない。師範 とあまり年齢が近 くて も、 またあまり若す ぎて も免許は皆伝

で きない。竹 内流の家法に武者修行に出る事、晩婚であるこ と、代 々藤一郎
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図1.日 下捕手開山竹内流系譜

久盛 ① ○数字は何代 目を示す

久勝 ② 一一→ は継承

久嗣 ・武者修業 中不明 久且 ・布原竹 内流 ノ祖 久次 ④ 久清 ・分家道場主

久光 ・家法奥儀 久秀 ・家法奥儀 某 ・僧

久重 ⑥

久政 ⑤

不詳 ・早逝 久茂 ・家法英傑 久孝 ⑦ 万次郎 ・天折

L__,.一 ー一___________

「
1

久職 ・家法奥儀 久愛 ⑧1

!

{久種・竹内綱[砲 ⑨

久雄 ⑩

久康 ・天折 久則 ⑪ 武平 ・柔術講師

かよお(女 子)

久光 ⑫ 一 ー ーー一→ 久継

弘明 ・早逝 久教 ⑬ 里枝 二郎 ・早逝 清晴 ・天折

靖子 ゆみ子
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を襲名する事、主君に仕 えぬ事、武士 ・町民わけ隔てな く接する事 などがあ

る。 そのひ とつひとつが民衆武術を守 り、伝統を継承 し、優れた技術 を伝 え

る方策 として考 えられた結果 と思われる。

また図1か ら、い くどかの危機 を乗 り越 えて一相子伝の歴史を守 ってきた

様子も窺い知 る事が出 きる。久次5男 ・5代 久政に子がな く、久次4男 ・久

好の子久重が6代 目を継 いだ。江戸表で竹内流の普及に当たっていた久政に

代わ り、同門の高弟竹内兵助が、若い久重を養育 ・指導 し、後見役 として稽

古鍛練 し6代 目に育て上げ、竹内流の伝統 を守った。8代 目久愛が急逝 し一

子相伝、長男久種はまだ幼少7歳 で流派の継承は出来 ない。甥の久職長男久

雄 は15歳 で、技術的に未まだその域に達 していない。後見人 ・竹内雅門久居

の献身的な指導 と努力のおかげで、久雄は10代 目を襲名できた。後に久居は

久孝3男 に列せ ちれ、久雄は久愛の嗣子 となった。一一一4つの流派を守 り通すた

めに、呼び寄せ られた り、分家 した り、養子縁組み をす るなど、多 くの人々

の運命がここに介在 している。

竹内流の教え

竹 内流を今 日まで連綿 と継承 して来たその根本的思想は実に壮大なものが

ある。それ らの うち、い くつかを以下に記す。

「古語伝」 に,久 政或 る夜、狼一疋来るを一刀の もとに切 る,次 の夜二疋

来 る之を切る、三夜四疋来るを又切る、四夜八疋来るを切 る、五夜 は何物 も

現れず、六夜狼三疋来り之 を打つ也、三 日後、狼廿疋狂 ひ来 る、一度 に十五

疋飛びかかる、大いに危 きところ1力 を出 して左右、右左 と切 り捨てる、次

夜は生捕 りせん と大小の刀、小枝 に懸け身を固めて待つ也。

夜半狼八疋一度に来 る、猛 り狂 いほえる也、前夜の仇 を報はんと、一一頭ほ

えれば千疋伝わ りて来 る也、其のたけき勢い何に例へん。久政恐れず、飛び

かかる.狼をうつ手、ひく手、 くぢく手、つかむ手、おす手、な ぐる手、 さす
ひねる

手、か らむ手、たた く手、 くぐる手、 ころば す手 、捻 手、 きる手、つ く手、

し りぞ く手、支 え る手、 うちは る手 、にな う手、 こみ手、 もむ手等の方法 を
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しよ つり つ

以て打 ち防 ぐといへ ども、少 しも倒れず 、娼 薇(い きお い た け る)に 至 る。

れいかん けう だ

久政一騎 当千の働 きをなす が、冷汗の榜湿 た り。 その とき鴉声一 きわ高 く

あ り、千狼 は し り去 りぬ。

ば くぜん

此処 山僻人家 な し、不思議 な り、千狼 また来 るを待 つ も、天 白 く只寛全 た

り、一休 み して我家 に戻 る、他 日又 同所 に修 行 に出れば何 物 も来 らず。

『世 の諺 に ある千疋狼 な りと。子孫 にい ま しめの談 となす也 』。

教 えを1つ の挿 話 と して解 説 して い る もので あろ う。 さらに技術的 な修行

や 開発 の様 子、技術 的 な分 類 、順 序の研究 、教養 としての文 字的 な遊び心 な

ども感 じられ る。

「聖 人 ノ三徳」心 二疑 ヒ無 キハ 智ナ リ。心ニ ヨク分別 シテ後悔無 キハ仁 ナ

リ。心剛 ニ シテ強 キハ 勇ナ リ。 と三徳抄 で教 えてい る。続 けて論語 二孔 子 ノ

智ハ、不 レ惑 、仁ハ不 レ憂、 勇ハ不 レ灌 ト言ヘ ルハ是ナ リ。 これな どは、洋

の東西 を問 わず、書物 を読 み 、教養 に裏づ け られた竹 内流の精神 の現れ であ

ろ うと思 われ る。何代 に も亘 り、継承 され、加 筆や訂正 が なされ 、精 練 され

た もの になって行 った と考 え ちれ る。此 ノ三 ツハ古 モ今 モ人々 ノ心二受 ケ入

テ有ル事 ナ レバ達徳 ト名付 ク。一、君ハ 天下 ノ人々 ヲ愛 シ、 臣ハ君ニ ヨク仕

へ 父ハ 子 ヲアハ レ ミ、夫ハ外 ヲ治 メ、婦ハ 内 ヲ治 メ、兄ハ弟 ヲ教 へ第八 兄二

従 フ、友達 ハ礼儀 ヲ以 テ交 ル、是 レ皆智仁 勇 ノ内二者 リ。一、此 ノ五 ツ ノ人

倫 ノ道 ヲヨク知 ル ヲ智 トス。一 、此 ノ道 ヲ心 二備 ル ヲ仁 トス。一、此 ノ道 ヲ

ヨク行 フ ヲ勇 トス。 これ な どは、 その好 例 であ ろ うと思 われ る。

「掟」 として何 力条かが見受 けられ る。 主 に道場 にあ って、いかに稽古 を

す るかの心得 を説いた もの であ るが、 その精神 は、現在の諸道館柔道修行 者

心得 と共通 す るもの が 多い。

この様 な教 えを通 じて最終 的 には、 自 らを律 し、我 に勝 、人の道 を極 め る

事 に ある。 さらに家 を興 す 「大 勇」 と人々 を生 か し、国 を治め る 「大智」 を

授け る事 に あった。極 意奥伝 は、「抜 き打 ち も払ふ も切 るもただ一つ真理(ま

こ と)の 道 を行 けば勝 つ べ し」 とあ る。 この 「真理(ま こ と)の 道 」 が 、竹
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内流の奥儀 としていることは興味深い。

竹内流は、修行のみに心血を注いで来たわけでな く、子女や婦人、 日常生

活において も多 くの ことを教 えている。宗家 に生 まれた男子は3才 に して道

場に立ち、談話する ときは相手の 目を見て話 をし、訪問の心得 として戸の開

け閉めや部屋での位 置ど りまで詳 しく教 えている。 これは礼儀作法 としての

嗜 と、武芸修行者 としての側面 もあると思われる。農作業 中に於て も武芸の

鍛練 を考 え、就寝に際 してもい くつかの心得があった。主婦は油断な く台所

を見張 り、集 りごとがあ り飲食がふるまわれるときは決 してそこか ら離れて

はいけない。娘、嫁 も流儀の習得に励み、稽古 も行 うべ しとある。一子相伝

は、一族の大いなる精神 と研讃か ら成 り、後世 に継承 されて来た。精神的な

支 えとしてこの様に多 くの決 まりごとが、実 に重要な基盤 となっていたこと

は興味が尽 きなレ㌔

なかで も、 日本武徳会柔道乱取制定委員会 に於て、高名 な柔術家が自流の

技術 を採用 してもらお うと、七 日間にわた り議論が 白熱 したが、竹 内流は、

22名 の委員中本流支流合せて8名 の委員 を出席 させていたにもかかわらず、

その影響力 を行使せずに最終決定を見た。嘉納治五郎は、竹 内流 を重要視 し

ていたが、竹 内流の技は採用 されず一子相伝、流儀の公開を阻んだ とする見

解は新鮮である。

技術名称の収録

日本柔術の源流 とも言われ る竹内流の技術名称の収録 に当たっては、竹内

流編纂委員会の編集による 「日本柔術の源流竹内流」第5章 総合武芸 として

の竹内流、竹内流 目録 に従った。そこでは、捕手、捕手捕縛、捕手腰之廻(小

具足組討)、 剣法責手、剣法抜刀(居 合)、 羽手 「拳法躰術」「柔術」、棒 、薙

刀、殺活法(経 絡)の9つ の武術に分類 されて記録 されている。技術名称の

収録に際 し、可能な限 り原本 に忠実 な引用が行われ、以下 に収録 された。羽

手 「拳法躰術」「柔術」の小手砕片手取之事 と小手砕両手取之事で、片手取 と

両手取がわ ざわ ざ2行 になって記 されてお り、何 らかの意味があると思われ
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るが、編集 ・印刷の制約 もあ り、深 く詮索 しないで1行 に書 き砕いて記録 し

た。

竹内流目録

捕手五ケ条 ⑤ ○数字は技術名称数

立合之事、居合之事、込添之事、風 呂詰之事、極意向上之事、

捕手捕縛四十八ケ条 ⑰

通用縄ニケ条之事

迅縄七ケ条之事

大爆縄、小樽縄、用捨縄、助縄、下緒縄、預縄、腰縄

半縄七ケ条之事

高手小手縄、被官縄、侍縄、疑縄、三寸縄、乳型縄、袈裟縄

本縄七ケ条之事

亀甲縄、二菱縄、三菱縄、十文字縄 、三鱗縄、四ツ目縄、渡縄

伝授縄七ケ条之事

晒縄、払縄、番不入縄、手錠縄、逆手縄、海老責縄、渡縄

極意縄七ケ条之事

網縄、流網、四寸七節縄、切縄、下緒留縄、投縄、神縄

大極意縄五 ケ条之事

五寸縄、八寸縄、太刀縄、棒縄、真縄

捕手腰之廻(小 具足組討)

「短剣術」表二十五 ケ条 ⑳

忽離之事、清見之事、脇指鞘抜之事、鴨之入営之事、脇指落手之事、脇指横

刀之事、脇指入違之事、柄砕之事、犬殺之事、倒切之事、右之手取之事 、大

乱之事、小乱之事、四ッ手刀之事、主簿之事 、脇指心持之事 、奏者取之事、

錨返之事、通之大事之事、刀落手之事 、犬殺無外之事、脇指敵胸取之事、大

小一籠之事、両手取之事、人質請取様之事

裏五十四ケ条 口伝有 ⑳
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忽離之事、清見之事、脇指鞘抜之事、鴨之入首之事、脇指落手之事、脇指横

刀之事、脇指入違之事、柄砕之事、犬殺之事、倒切之事、右手之事、大乱之

事、小乱之事、四ツ手刀之事、文縛之事、脇指心持之事、奏者取之事、錨返

之事、通之大事之事、刀落手之事、大殺無外之事、脇指敵之胸取之事、大小

一籠之事
、両手取之事、人質請取様之事

小裏十五ケ条 口伝有 ⑮

忽離之事、鴨之入首之事、脇指落手之事、脇指横刀之事、柄砕之事、犬殺之

事、右之手之事、大乱之事、四ツ手刀之事、文縛之事、奏者取之事、錨返之

事、刀落手之事、両手取之事、大小一籠之事

極意八ケ条 ⑨

大脇指之事、小脇指之事、仕掛留之事、抜留之事、玄蕃習之事、戸入之事、

行身之事、監物留之事、中村留之事

裏極意五ケ条口伝有 ⑤

清見之事、鴨之人音之事、千鳥之事、附移之事、左座之事

秘奥之伝七ケ条之大事 ⑦

脇指鞘抜之事、鴨之人音之事、犬殺之事、右之手取之事、奏者取之事、両手

取之事、人質請取渡之事

秘奥十五ケ条之大事 ⑮

忽離之事、横刀之事、入違之事、柄砕之事、犬殺之事、倒切之事、大乱之事、

小乱之事、四ツ手刀之事、心持之事、通之事、刀落手之事、犬殺無外之事、

敵胸取之事、大小一一籠之事

秘奥七ケ条之伝 ⑦

忽清之事、鞘抜之事、落手之事、文縛之事、脇指心持之事、錨返之事、犬殺

無外之事

剣法斉手

剣法前斉手六 ケ条 ⑥

一心一刀之事
、切返之事、左剣之事、提刀之事、柄入之事、鐙摺之事
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剣法中斉手六 ケ条 ⑥

太刀落之事、責落之事、逆手投之事、小手取之事、四ツ手砕之事、清眼捌之

事

剣法中斉手裏 四ケ条 ④

太刀落之事、責落之事、逆手投之事、小手取之事

剣法奥着手五ケ条(鉄 扇捌 ともい う)⑦

隠釦之事、陽刻之事、上人之事(無 刀取)、 下人之事(無 刀取) 、極意斉手之

事

極意必勝五ケ条 ⑤

鎧組之事、突手之事、身之剣之事、鷲落之事、忽巻理之事

奥秘剣三ケ条 ③

潜龍剣之事、飛龍剣之事、応龍剣之事

剣法抜刀(居 合 ともい う)

前抜刀七ケ条 ⑦

真行草之事 ・真、真行草之事 ・行、真行草之事 ・草、小手返之事、離切之事、

冠落之事、四方固之事

中抜刀七ケ条 ⑦

小手切之事、投打之事、柄砕之事、十文字之事、中道之事、諸流之事、伏切

之事 ・

奥抜刀七ケ条 ⑥

錨留之事、向切之事、三方切之事、冠落之事、月影之事、稲妻之事

羽手 「拳法躰術」「柔術」

前羽手胸倉取七ケ条 ⑦

小手破片手取之事、小手砕両手取之事、大力落之事、切落之事、見合之事、

引掛之事、尺澤之車

座詰胸倉取三ケ条 ③

巻留之事、組留之事、小手返之専
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洗髪取三ケ条 ③

巻落之事、突留之事、羽返之事

杖捕三ケ条 ③

面 しば き之事

小手 しば き之事、提杖之事

拳張九ケ条 ⑨

引違之事、扶錐留之事、車留之事、見込之事、水車之事、負投之事、拳砕之

事、手刀之事、乱突之事

拳張座詰三ケ条 ④

蓮華詰之事、取違之事、巻返之事、引合棒之車

中羽手五ケ条 ⑤

虎乱之事、通違之事、伏返之事、紅葉狩之事、小膝廻之事

奥羽手十一ケ条 ⑪

飼落之事、難波落之事、岩石落之事、車戸之事、片手投之事、千鶴之事、鉢

投之事、小手責之事、滝落之事、虎乱之事、霞投之事

極意羽手工夫伝授七ケ条 ⑦

向奏者取之事、柄扱之事、関貫之事、関取=落之事、御前掛之事、縄捌之事、

耶郭夢之枕之事

拳法十ニケ条 ⑫

昇降勢之事、電光勢之事、如水勢之事、屈伸勢之事、徐疾勢之事、隠顕勢之

事、精微勢之事、発機勢之事、潰衆勢之事、隠場勢之事、与奪勢之事、不識

勢之事

男女棒術十七ケ条 「女子護身術」 ⑭

蜻蛉返之事、胸倉脱之事、片手横投之事、鉄扇捌之事、枕詰之事、御前掛之

事、鎌之次第之事、手刀遁之事、天狗羽返之事、足手詰之事、張請乱之事、

裏岩石之事、横刀遁様之事、袖返之事

仕合人身秘術七ケ条 ⑦
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立合之事、清眼之事、上段入之事、突清眼之事、太刀伏之事、行合之事、抜

手留之事

仕合抜刀(居 合)十 四ケ条

口伝につき校名の公開を秘す

仕合小具足極意六ケ条 ⑦

影焔之事、稲妻之事、天狗返之事、手傘仕合之事(唐 傘之術三ケ条)、 揺落之

事、傘鉄扇之事 ●

鍋蓋之術五 ケ条 ③

鍋蓋仕合之事、清眼之事、清眼捌之事

棒

表棒十ニケ条 ⑫

物見之事、門構之事、芝引之事、腰車之事、肩崩之事、鷲之羽返之事、鶴之

一足之事
、鯉之水入之事、飛毛之事、蜻蛉返之事、順礼之事、二方搦之事

裏棒十ニケ条 ⑫

物見之事、門構之事、芝引之事、腰車之事、肩崩之事、鷲之羽返之事、鶴之

一足之事
、鯉之水入之事、飛毛之事、蜻蛉返之事、順礼之事、二方搦之事

付裏棒十ニケ条 ⑫

物見之事、門構之事、芝引之事、腰車之事、肩崩之事、鷲之羽返之事、鶴之

一足之事
、鯉之水入之事、飛毛之事、蜻蛉返之事、順礼之事、二方搦之事

奥棒八ケ条 ⑧

石割之事、上人之事、下人之事、合引之事、飛鳥之事、稲妻之事、引合之事、

清眼崩之事

棒極意五ケ条 ⑤

裏八方之事、杖取之事、虎一点霞掛之事、虎乱天狗返之事、奥石割之事

棒極意四ケ条 ④

鴨之入首之事、鷲之羽返之事、虎一点之事、霞掛之事

薙刀
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前段八ケ条 ⑧

水車之事、雨垂之事、風生之事、立戦之事、鷹沖之事、勢龍之事、正生之事、

虎乱之事

中段八ケ条 ⑧

陽戦之事、風用之事、村雲之事、竜飛之事、虎翼之事、羽落之事、大蛇之事、

地裁之事

奥太刀合六ケ条 ⑥'

陽焔之事、稲妻之事、浦調子之事、水 月之事、鷹之羽返之事、鷲落之事

奥伝槍合三ケ条 ③

水車之事、準船之事、松風之事

極意六ケ条 ⑥

川雪之事、並枝之事、村雨之事、柄留之事 、二段突之事、水流之事

殺活法(経 絡)

心 中口伝殺活穴所巻

殺穴所 ⑳

雷光、百会、顔別、顔下、鳥子節、人中、無明、続骨、釣鐘、水月、腹 中、

明、分骨、松風、村雨、踊後、顯平、手首、鯖 ノ尾、即窮、牛 ノ鼻、風門、

肩門、露、力、高股、青筋七九ノ問

胃経 ①

乳中

膀胱経 ②

心楡、釣鐘

肝肝経 ②

月影、稲妻

心経 ④

脇 ノ下、独鈷、鳥闇、鬼闇

肺経 ③
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尺澤、明、由地

殺之大事 ⑦

独鈷、雷光、檀中、無明、釣鐘、心肺、脇ノ下

活法七ケ条 ⑦

稲妻、月影、湯漬、其間、行即、草足、婦活

極意活法ニケ条

極意惣活逓伝、秘歌碩文

竹 内流の技術名称収録 を第一義 に、さらに技術名称数の把握、検索の便 に

供するために五十音順一覧表 を作成 し表1に 示 された。-作成に際 しては明治

大学教養論集210号 「相撲技術名称の変遷」、明治大学教養論集250号 「諸道館

柔道の技術名称」の手法を踏襲 した。技術名称数の算出ではそれに含めたも

の とそうでないものがある。剣法奥斉手の無刀取、羽手 「拳法躰術」「柔術」

の唐傘之術は括弧つ きで紹介 されているが、別称 と言 うことで収録 ・計算 し

た。剣法着手の鉄扇捌、剣法抜刀の居合、は同 じ括弧つ きであるが、いわば

大分類名称であるために採用されなかった。捕手捕縛の技術名称中、通用縄、

迅縄、半纏、本縄、伝授縄、極意縄、大極意縄 は、い くつかの技術名称を纏

めた小分類名称的性格の名称であるが、個々の技術名称 として使 われている

例 もあ り、ここでは数 えちれた。羽手 「拳法躰術」「柔術」の仕合抜刀(居 合)

十四ケ条は、口伝にっ技名の公開 を秘す とあるだけで、内容 を窺 い知 るこ と

は出来なかった。また、殺活法の肺経中に真行草で記された説明に終始す る

項 目、同 じく殺活法の極意法ニケ条で極意惣逓伝 と秘歌碩文は明らかに技術

名称ではないので、ここではその数 にはいれなかった。三ケ条 とあるが4名

称の もの、五 ケ条 とあるのに3名 称の ものなど、その数字 に多寡がい くつか

あった。中には五十四ケ条で25名 称の もの もあったが,見 出 しの数字に惑わ

されること無 しに、あ くまでも文献に記されている数量に従った。 ここに収

録 された技術名称数は合計443で あった。以下 その内訳は、捕手五ケ条・技術

名称数5、 捕手捕縛四十八ケ条 ・技術名称数47、 捕手腰之廻(小 具足組討)・
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表1竹 内流技術名称一覧 O数 字は重複数

合 引之事,足 手詰之事,頂 縄,居 合 え事,石 割之事,一 ・心一刀之事,稲 妻②,稲

妻之事④,入 違之事,隠 顕勢之事,隠 釦之事,陰 陽勢之事,牛 ノ鼻,雨 垂之事,疑 縄,裏 岩

石之事.浦 調子之事,裏 八方之 事,上 人之事②,飼 落之事,海 老責縄,負 投之 事,

応龍 剣之事,大 役之事⑤,犬 殺 無外之 事④,大 檸,大 乱之事④,大 脇指之事,奥

石割 之事,落 手之事,

潰衆勢之事,踊 後頂,影 焔之事,傘 鉄 扇之事,霞 掛之事,霞 投之事,肩 崩之事③,

片手投之事,通 之事,通 之 大事之事②,片 手横投之事,刀 落手之事④,門 構之事

③,鎌 之次 第之事,神 縄,鴨 之 入首之事⑥,唐 傘 之術,藪 下,岩 石落之事,榔 靱

夢之枕 之事,関 貫之事,顔 別,冠 落之事②,亀 甲縄,鬼 闇,行 即,切 落之事,切

返之事,切 縄,屈 伸 勢之事,組 留之事,車 戸之事,車 留 え事,袈 裟縄,玄 蕃習之

事,肩 門,監 物 留之事,虎 …点 霞掛之事,虎 …点之事,鯉 之水入之事③,極 意向

上之事,極 意着 手之事,極 意縄,心 持之事,腰 車之事③,腰 縄,錨 返之事④,蟷

留之事,五 寸縄,御 前掛之事②,小 樽縄,小 手返 之事②,小 手切之事,小 手砕片

手取之事,小 手枠両手 取之事,小 手 しば き之事,小 手責之事,小 手取之事②,小

膝廻之事,撃 砕之事,込 添之事,小 乱之事③,虎 翼之事,虎 乱 之事③,虎 乱天狗

返之事,小 脇指之事,

逆手投之事②,逆 手縄,下 緒留縄,下 緒縄,提 刀之事,提 杖之事,左 剣之事,

鯖 ノ尾,侍 縄,鞘 抜之事,晒 縄,三 寸縄,三 方切之事,仕 掛留之 事,四 方 固之事,

下人之事②,芝 引之事③,尺 澤之事,尺 澤,十 文字縄,十 文字之事,準 船之事,

順 礼之事③,徐 疾勢 之事,上 段入之事,正 生之事,松 風之事,昇 降勢之事,心 臆

②,真 闇,人 中,真 行草之事(行),真 行草 之事(草),真 行 草之事(真),不 識勢

之 事,水 月,水 月之事,水 流之事,清 見之事③,清 眼崩之事,清 眼捌之事②,清

眼之事②,精 微勢之事,関 取落之事,責 落之事②,川 雪之事,潜 龍剣之事,勢 龍

之事,諸 流 之事,奏 者取之事④,草 足,惣 巻 理之事,即 窮,続 骨,袖 返之事,

大極意繊 大蛇之事,大 小 一龍之事④,大 力落之事,倒 切之事③,鷹 沖之事,

高手小手縄,鷹 之羽 返之事,高 股,滝 落之事,助 縄,立 合之事②,太 刀落之事②,

太刀縄,惣 離之事④,太 刀伏之事,惣 清之事,道 中②,千 鶴之事,力,扶 錐留之

事,地 裁之事,千 鳥之事,中 道之事,鳥 子節,鳥 闇,通 用縄,杖 取之事,柄 入之

事,柄 枠之事⑤,柄 留之事,柄 扱之事,月 影②,月 影之事,突 清眼之事,突 手之

事,突 留之事,附 移之事,鍔 摺之事,露,釣 鐘③,鶴 之一足之事③,手 傘 仕合之

事,手 刀遁之事,手 刀之事,溺 活,敵 駒取之事,手 首,手 錠縄,蹟 平,鉄 扇捌之

事,天 狗 返之事,天 狗羽返之事,電 光勢之事,伝 授縄,戸 入之事,通 違 え事,独

鈷②,取 違之事,蜻 蛉返之事④,

中村 留之事,流 麗,投 打之事,投 縄,鍋 蓋仕合之事,縄 捌之事,難 波落之事,

二段 突之事,明 ②,二 方搦之事③,乳 剤縄,乳 中,如 水勢之事,抜 手留之事,抜

留 え事,離 切之事,
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背 筋七 九 ノ間,羽 落之事,羽 返之事,鉢 投之事,発 騰勢之事,八 寸繊 迅縄,

払 縄,張 請乱之事,番 不入縄,半 縄,被 官縄、飛毛之事③,引 合之事,引 合棒之

事,引 違之事,据 落之事,左 座之事,飛 鳥之事,引 掛 之事,人 質請 取様 之事②,

人質請取渡之事,飛 龍剣之事,風 生之事,風 門,風 用之事,婦 活 ,伏 返 之事,仕

切之事,三 菱縄,風 呂詰之事,分 骨,並 枝之事,棒 縄,文 縛之事④,網 縄,本 縄

巻 返之事,巻 落之事,巻 留之事,枕 詰之事,真 縄,松 風,見 合之事,右 之 手取之

事②,右 之手之事②,見 込之事,水 車之事③ 三菱縄,身 之剣之事,三 鱗縄,向

切之事,向 奏者之事,無 刀取②,胸 倉脱之事,無 明②,村 雲之事,村 雨,村 雨之

事,面 しば き之事,物 見之事③,紅 葉狩之事,百 会,

行合之事,由 地,行 身之事,陽 剣之事,用 捨縄,陽 焔之事,勝 戦之事,横 刀遁様

之事,横 刀之事,与 奪勢之事,四 ッ手 刀之事④,四 ッ手砕之事,四 ッ目縄,'鎧 組

之事,四 寸七節縄

雷光②,乱 突之事,立 戦之事,竜 飛之事,両 手取之事④,蓮 華詰之事,

脇指入違之事②,脇 指落手之事③,脇 指心持之事③ 脇指鞘抜之事③,脇 指敵之

胸取之事,脇 指敵駒取之事,脇 指横刀之事③,脇 ノ下②,鷲 落之事②,鷲 之羽返

之事④,渡 縄②(322計443)

技術 名 称 数108、 剣 法斉 手 ・技術 名 称i数31、 剣法 抜 刀(居 合 と もい う)・ 技 術

名称 数20、 羽 手 「拳 法 躰 出」 「柔 術 」・技 術名称数95、 棒 ・技 術 名 称 数53、 薙

刀 ・技 術 名 称 数31、 殺 活 法(経 絡)・ 技 術 名 数53で あ る。 技術 名称 数 か らす れ

ば 、捕 手腰之廻(小 具 足 組 討)108、 羽 手 「拳 法 躰 術 」 「柔 術 」95、 棒53 、 殺

活 法(経 絡)53、 捕 手 捕 縛47、 剣 法斉 手31、 薙 刀31、 剣 法i抜刀(居 合)20、

捕 手5、 の 順 で あ る。こ の443名 称 の うち、複 数 の 伝 書 に記 され た技術名称 が、

かな りの数 で確 認 された。重複数 の6つ の もの が"鴨 之 入 首 之事"1つ 、 以

下 同様 に5つ が"柄 砕 之 事""犬 殺 之事"の2つ 、4つ が13名 称 、3つ が20名

称 、2つ が29名 称 で 、合 計65の 名 称 で 重複 が あ った。 これ ら重複 した技 術名

称 は、 その重複 した数 が取 り除かれ、最終 的に322の 技術 名 称 が確 認 され た。

実 に3?2名 称 中65名 称 ・20%の 名 称 が 重複 してい る事 に な る。

重 複 した技術 名称 中、最 も多いの が鴨之 入営之事 で あった。以下 にその武

術名 と項 目名 、記載順番 を記す と次 の よ うになる。

鴨之入営之事 捕 手腰之廻(小 具 足組 討)「 短 剣 術 」 表 二 十 五 ケ条4番 目
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鴨之大首之事 捕手腰之廻(小 具足組討)

鴨之入営之事 捕手腰之廻(小 具足組討)

鴨之入営之事 捕手腰之廻(小 具足組討)

鴨之入首之事 捕手腰之廻(小 具足組討)

鴨之入営之事 棒

裏五十四ケ条3番 目

小裏十五ケ条2番 目

裏極意五ケ条2番 目

秘奥之伝七ケ条之大事2番 目

棒極意四ケ条1番 目

ちなみに柄砕之事 は捕手腰之廻(小 具足組討)の 「短剣術」表二十五 ケ条、

同裏五十四ケ条、同小裏十五ケ条、同秘奥之伝十五ケ条之大事、剣法抜刀(居

合)の 中抜刀七ケ条、 もうひとつの犬殺之事は捕手腰之廻(小 具足組討)の

「短剣術」表二十五ケ条、同裏五十四ケ条、同小裏十五ケ条、同秘奥之伝七

ケ条之大事、同秘奥之伝十五 ケ条之大事であった。重複 している名称は捕手

腰之廻(小 具足組討)、 羽子 「拳法躰術」「柔術」,棒,な どに多 く,技 術名称

数順位 と同 じ傾向にある。これ ら数量的な事か ら竹内流の中心的な技術 と見

る事が可能であろう。最 も得意な分野の武術 を切磋琢磨 し、一子相伝で伝授

された技術 をさらに創意工夫 し子孫に伝 える。 この時には、い くらかの独 自

性が盛 り込 まれ、伝 えられた表の技に対 し、裏、小裏、極意、裏極意、奥義、

秘術、前、付、秘奥義、奥伝、伝授、工夫などの技術開発が行われた と考え

られる。技術の高度化、分極化、多様化はこの頃か ら既に始 まっていた と思

われ、興味深い ものがある。なかで も、羽子 「拳法躰術」「柔術」の杖捕三ケ

条に面 しばき之事、小手 しば き之事 と唯一平仮名表記の技術名称があるが、

これなどは最 も新 しく改良 された技術の一つ として見て良いであろ う。 ご く

最近考案 された竹内流健康棒 にもこ平仮名表記がい くつか混 じっているのは

伝統の中に現代的な感 じが して面白い。

まとめ

一子相伝、門外不出の提を改め、貴重な免状、伝書、古文書の類 を公開 し

た 「日本柔術の源流竹内流」をもとに、主 として、技術名称の収録 を行 った。

竹内流の公開された背景や その沿革を解説 した。歴代師範の系譜 を作図す

ることにより一子相伝の歴史や竹内流の教 えを理解する手助 けとした。
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技術名称数 は443数 え られ 、 うち重 複 した 名 称 を除 き、最終 的に322名 称 数

が確 認 され た。この うち20%に 当 る65の 名称 で2つ か ら6つ の 重 複 が あ った
。

最 も多 いの が 鴨之入営之事 、次 いで柄 砕之事 、犬殺之事 であ った。

これ らの数字 よ り中心的 な技術 として捕 手腰之廻(小 具 足 組 討)な どが挙

げ られ、 技術 の体 系 化 、 高度化が推論 された。
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